
令和８年度 運輸安全マネジメント  
Ⅰ 経営責任者の責務と輸送の安全に関する基本的な方針 

 

 

１．経営責任者の責務   

(1) 輸送の安全性の向上に向けた全社的な取組みを主導し、全従業員に対して安全確保の重要性と安全意識の徹底を図 

ります。  

(2) 輸送の安全性の向上に関する組織的な「計画→実施→評価→改善」のサイクル（PDCA）の各フェーズを的確に掌握

し、着実に推進します。  

(3) 輸送の安全性を向上させるための組織体制及び運用システムの整備など必要な措置を講じます。  

２．事故防止のための基本方針   

(1) 輸送の安全確保は事業運営の根幹をなすものであり顧客の信頼・満足に深く関わるものであることを全従業員が 

正しく認識します。  

(2) 運行管理体制及び車両管理体制の充実強化を継続して図り、法令に定められた管理が適切に機能するよう努めま

す 

(3) 法令や社内規則を遵守するとともに、安全管理全般の精度の向上に努めます。  

(4) 適切な研修・指導などの実施により、操縦員の能力向上を図ります。  

３. 自然災害等への対処に関する基本方針  

自然災害等、運輸の安全に対する脅威となり得る事故以外の要素にも幅広く留意し、災害対策指針を常に最新の状

態 で保持し、事業継続計画(BCP)を核とした事業継続マネジメント全般の体制整備を着実に進めながら、各種の防災訓

練 や施設・設備の定期的な点検等を実行します。  

 

Ⅱ 令和７年度 基本方針に基づく具体的な目標・計画/達成状況 

 

 

１．基本方針に基づく目標→達成状況  

(1) 運行に関する目標 【目標】 【達成状況】 （前年） 

 ① 自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号）第２条に規定する事故 0 件 0 件 （0 件） 

 ② 重大人身事故（第 1 当事者） 0 件 0 件 （0 件）  

③ 人身及び積載馬の負傷につながる交通事故（加害・被害に関わらず）人身 0 件４ 件 （1 件）  

                                  積載馬 0 件 0 件 （0 件）  

④ 物損事故 0 件 20 件 （18 件） 

 ⑤ アルコール検出（乗務前点呼での検出）  ０ 件１件 （ 2 件） 

 ⑥ 経路間違い(競走馬の出走前後の輸送)   ０ 件７件 （ 9 件）  

(3) 防災・減災に関する目標  

 【目標】災害等の不測の事態に際しての組織的な対応力の着実な向上  

 【達成状況】  

所轄消防署の協力を得て予め定めた災害時の役割分担に即した総合訓練を実施するなどにより組織的な対応力を

着実に向上させた。  

ビジネスチャット（LINEWORKS）を活用した安否確認訓練や意識調査を重ねる中で、防災意識全般及び緊急 時

における初動連絡に関する習熟度の組織的な向上が図られた。  

事業継続マネジメント（ＢＣＭ）に関する役員・室部長レベルの連絡会の定期的な開催等を通じ、各種リスクの

網羅的な可視化並びに対応の現状及び今後の見通しについての組織的認識の共有を図るとともに、災害対策指針の

一層の精緻化を図った。  



２．目標達成のための計画→達成状況   

(1) 教育・研修の場で、安全運転の意識向上を図ります。  

【計 画】 【達成状況】  

① 安全運転研修会の開催 集合形式で ２回/人・年  集合形式で２回/年（前年 ２回） 

② 新規採用操縦員研修 採用に合わせて ２回（前年 ２回）  

③ 再教育研修 必要に応じて随時 ４回（前年 ２回）  

④ 一般適性診断 令和６年度非受講者及び本年度新規採用者を含め、30 名程度 ７名（前年 ６１ 名） 

 (２) 会議、朝礼、点呼など機会を通じて注意喚起します。  

【計 画】 【達成状況】  

① 幹部連絡会 1 回/月 1 回/月（前年１回/月）  

② 職場懇談会 1 回/年 1 回（前年１回）  

(3) 健康の維持・増進を図ります。  

【計 画】 【達成状況】  

定期健康診断 2 回/年・全員受診 2 回（春・秋）・検診率 100%（前年 2 回・100％） 

 (4) 繁忙期における応援要員（社外）の新規任用に際し、的確な安全教育・指導を行います。 

 【計 画】 【達成状況】  

① 任用前の運転練習及び見極め時の同乗者からの教育 任用に合わせて ８件（前年 ７件）  

 ② 乗務前のミーティング及び二人乗務での実地指導 随時 ８名（前年・７名を対象に随時実施） 

 (5) 安全運行に資する設備・備品の整備を行います。  

    【計 画】 【達成状況】  

① ドライブレコーダーの導入（新規・更新） 新車導入時ほか随時 ５台（前年 ５台）   

  ② アルコール検知器 簡易携帯型の更新 随時 ０台（前年 ０台）  モバイル型の更新 随時 ０台（前年 ０台）   

(6) 大規模災害発生時の事業継続等に資する諸活動を実行します。  

          【計 画】 【達成状況】  

① 災害対策指針及び事業継続計画の精査 随時 事業継続マネジメントに関する基本方針の策定（１月２９日） 

 事業継続マネジメントに関する連絡会の定期的開催（年 7 回）  

事業影響度分析及びリスク評価・代替戦略の精緻化（通年）  

② 施設・設備等の危険個所の有無等の点検  １回/月 １回/月（前年１回/月） 

 ③ ビジネスチャット等を活用した安否確認訓練  ５ 回/年５ 回/年（前年４回/年） 

 ④ 美浦営業所における自衛消防訓練（総合訓練）の実施 ２回/年（新規項目：前年 ２回/年）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅲ 令和８年度 基本方針に基づく具体的な目標・計画 

 

 

１．基本方針に基づく目標   

(1) 安全運行に関する目標   

① 自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号）第２条に規定する事故 0 件  

② 重大人身事故（第 1 当事者） 0 件  

③ 人身及び積載馬の負傷につながる交通事故（加害・被害の態様に関わらず） 0 件  

④ 物損事故 0 件  

⑤ アルコール検出（乗務前点呼での検出） 0 件  

⑥ 経路間違い(競走馬の出走前後の輸送) 0 件  

(2) 防災・減災に関する目標  

 災害等の不測の事態に際しての組織的な対応力の着実な向上  

２．目標達成のための計画   

(1) 教育・研修の場で、安全運転の意識向上を図ります。  

① 安全運転研修会の開催 集合形式で２回/人・年  

② 新規採用操縦員研修 採用に合わせて  

③ 再教育研修 必要に応じて随時  

④ 一般適性診断 令和 ７ 年度非受講者を含め、３０名程度  

 ⑤ 各種不規則事案に係る掲示形式での情報共有（新規項目） 事案の発生に応じて随時 

(2) 会議、朝礼、点呼などの機会を通じて注意喚起します。  

① 幹部連絡会 1 回/月  

② 職場懇談会 1 回/年  

(3) 健康の維持・増進を図ります。  

定期健康診断 2 回/年・全員受診  

(4) 繁忙期における応援要員（社外）の新規任用に際し、的確な安全教育・指導を行います。 

① 任用前の運転練習及び見極め時の同乗者からの教育 任用に合わせて  

② 乗務前のミーティング及び二人乗務での実地指導 随時  

(5) 安全運行に資する設備・備品の整備を行います。  

① ドライブレコーダーの導入（新規・更新） 新車導入時ほか随時  

② アルコール検知器  

・簡易携帯型の更新 随時  

               ・モバイル型の更新 随時  

(6) 大規模災害発生時の事業継続等に資する諸活動を実行します。  

① 災害対策指針及び事業継続計画（ＢＣＰ）その他の事業継続マネジメント関連文書群の精査 随時 

 ② 施設・設備等の危険個所の有無等の点検 １回/月  

③ ビジネスチャット等を活用した安否確認訓練・意識調査 3 回/年  

④ 美浦営業所における自衛消防訓練（総合訓練）の実施 ２回/年   

Ⅳ 事故、災害等に関する報告連絡体制及び指揮命令系統 

 

 

報告連絡体制・指揮命令系統 ⇒ 別紙  

 

 Ⅴ 輸送の安全に関する教育及び研修 

 

 

法令等に基づく教育・研修を実施します。  

運輸安全マネジメント講習会に参加します。  



 

Ⅵ 運輸安全マネジメントに関する評価と業務改善 

 

 

(1)「運輸安全マネジメント」の実施状況について定期的な評価を確実に行います。  

(2) 前号の評価を踏まえて、輸送の安全の確保に必要な対応を行います。  

 

Ⅶ 情報公開 

 

 

(1) 一般貨物自動車運送事業者等が公表すべき輸送の安全に係る事項に関する平成１８年９月１９日付け国土交通省告 

示第１０９１号の規定に基づき、以下の情報を自社ホームページに掲出するとともに本社及び営業所の掲示板にて公 

表します。  

① 輸送の安全に関する基本的な方針  

② 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況  

③ 自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故に関する統計  

(2) 輸送の安全に関する行政処分を受けた場合は、貨物自動車運送事業輸送安全規則（平成２年運輸省令第２２号）第 

２条の 8 第２項の規定に基づき、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする 

措置の内容について自社ホームページに掲出するとともに本社及び営業所の掲示板にて公表します。  

令和 8 年 2 月 1 日  

日本馬匹輸送自動車株式会社  

代表取締役社長 谷﨑 潤 


